
 

インターネット上には、たくさんの広告が表示されます。ネット広告は、従来のテレビや
新聞とは違い、ネット閲覧者の属性、サイト閲覧履歴などから興味や関心、地域性などを解
析され、閲覧者の好みにあった商品の広告を表示させることが可能です。 
消費者にとって、自分の好みに合った商品の広告や行動範囲にある店舗の情報が表示され

ることは、便利なことです。また、事業者にとっても、興味のある人に広告を打ち出せるこ
とにより、広告効果が高まるという良さがあります。 
消費者は、ネットで自分がみている広告が自分の情報をもとに表示されていることを知っ

た上で、内容を判断しましょう。広告の内容を鵜呑みにするのでなく広告はあくまでも購入
のきっかけと考え、慎重に吟味することが必要です。 
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3月の相談件数 

スマートフォンに「情報コンテンツの利用料金の未納分

があります。本日連絡がない場合、法的手段に移ります。」

とＳＭＳメールがきた。送り主はＤＭＭ相談窓口。連絡先

の電話番号が書いてある。利用した覚えがない。 

実在する事業者「株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ」の名前をかたり、身に覚えの

ないコンテンツ利用料金を請求する架空請求です。H29年2月28日に2

回目の注意喚起が消費者庁から発表されました。現在、3市において、同

じ内容の相談が多数よせられています。絶対に相手に連絡をしないでくだ

さい。不安な方はご相談ください。 
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